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第５０回全国高等学校総合文化祭 

郷土芸能部門参加要項 
 

１ 日時 

  令和８年７月 28日（火） 13：00～18：00（予定） 

      ７月 29日（水）  9：00～18：00（予定） 

      ７月 30日（木）  9：00～17：00（予定） 

 

２ 会場 

会場名 湯沢文化会館 

所在地 〒012-0037 湯沢市字沖鶴 103－１ 

連絡先 TEL  0183-72-2121     FAX  0183-72-2123 

HPアドレス https://www.city-yuzawa.jp/site/y-bunka 

 

３ 参加資格 

  全国高等学校総合文化祭開催基準規程第 10条に基づき、参加資格を有する者とします。 

 

４ 参加校推薦書 

  各都道府県の高等学校（芸術）文化連盟の指示に従ってください。 

 

５ 参加負担金 

  １団体につき 20,000 円とします。なお、納入方法については、令和８年３月に公表予定の「参

加要領」等でお知らせします。 

 

６ 著作権等について 

(1) 参加校、出演者、出品者等は、著作権、肖像権、プライバシー等の権利者の許諾が必要な

場合は責任をもって所定の手続きを行ってください。なお、万が一権利の侵害から生じるト

ラブルが発生した場合、本大会実行委員会は、一切の責任を負いません。 

(2) 発表等にかかる著作隣接権は、全国高等学校文化連盟に帰属するものとします。 

(3) 本大会実行委員会は、参加者の肖像（演奏・演技・展示・発表・競技等を行っている様子

や肖像、衣装、シナリオ、対戦表、作成物等）及び著作物、展示してあるものの写真や映像

の全部又は一部を、記録集等の紙媒体の作成、DVDまたは Blu-ray Disc等の映像記録媒体の

作成、ウェブページ、SNS（X（旧 Twitter）、Instagramなど）等への掲載、各種メディア

（テレビ・新聞・雑誌・インターネットなど）及び全国高等学校総合文化祭後催県、地方公

共団体等に提供し、活用することがありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

７ 出演団体・人数 

(1) 各都道府県１団体とします。ただし、各都道府県で加盟校数が 10校以上の場合は２団体以

内とします。また開催県（秋田県）は３団体以内とします。 

(2) 出演人数は特に定めませんが、大会を開催するホールの舞台広さを考慮しての参加をお願

いします。 

 

 

 

 

 



郷土芸能部門－２  

 

８ 出演基準  

内 容 演目は郷土芸能全般とし、「伝承芸能部門」と「和太鼓部門」に区分します。 

演 目 伝承芸能部門 

郷土的・地域的な特色を持ち、地域の文化活動として広く住 

民に親しまれ、地域に根ざした伝承芸能であることとします。 

具体的には次の３項目の分野とします。 

(1) 先人の遺産を保存し、今に伝える伝承芸能。 

(2) 上記が現代においても継承され、地域に根ざした発展・変 

化を遂げつつある伝承芸能。 

(3) 新たな地域文化活動として創作されたものであり、既に地 

域に広く定着しており、住民の手によって今後の発展が期待 

されるもの。 

演 目 和太鼓部門 特に定めません。 

上演時間 

「伝承芸能部門」においては 13分以内、「和太鼓部門」においては８分以内とし、

緞帳の上げ下ろし時間各 15 秒を含むものとします。団体紹介、演目解説及び入退

場（舞台転換）の時間は５分以内とします。（※指定の合図が出るまでに音を出さ

ないでください。） 

出演順 開催県（秋田県）部門事務局で決定します。 

その他 
(1) 各出演団体は、舞台進行・照明・音響の責任者を各１名付けてください。 

(2) 平台の使用は不可とします。 

 

９ 審査、講評及び表彰 

 (1) 「伝承芸能部門」と「和太鼓部門」に区分して審査及び講評を行います。 

(2) 審査の結果により表彰を行います。 

(3) 上演時間を延長した場合は減点の対象となります。ただし、不可抗力による場合は除きます。 

※高校生以外の者が出演する場合は、審査対象外とします。 

その場合は、その旨を必ず事前に開催県（秋田県）部門事務局に伝えてください。 

 

10 リハーサル及び練習 

 (1) リハーサルは令和８年７月 27日（月）及び 28日（火）に実施する予定です。 

(2) リハーサルは全団体の参加を原則とします。舞台転換を含めて、各団体 10分以内とします。 

(3) 練習は希望する団体のみ７月 27日（月）から 29日（水）に実施する予定です。 

 

11 大会日程 

内 容 日 程 時 間 会場 

開会式 令和８年７月 28日（火） 13：00～13：30 

湯沢文化会館 
部門大会 

令和８年７月 28日（火） 13：50～18：00 

令和８年７月 29日（水）  9：00～18：00 

令和８年７月 30日（木）  9：00～14：00 

生徒交流会 令和８年７月 30日（木） 14：30～15：30 

閉会式 令和８年７月 30日（木） 15：40～16：30 
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12 諸会議 

内 容 日 程 時 間 会場 

監査 

令和８年７月 27日（月） 

11：00～11：30 

湯沢文化会館 

全国専門部会 12：30～13：30 

顧問連絡会 14：00～15：30 

審査委員打合会 令和８年７月 28日（火） 10：00～11：00 

三県引継ぎ会 

令和８年７月 30日（木） 

11：00～12：30 

優秀校審査会 14：30～15：30 

東京公演出演校 

相談会（任意） 
16：50～17：50 

 

13 その他 

(1) 詳細については、令和８年３月に公表予定の「参加要領」等でお知らせします。 

(2) 上演に必要な道具類は各団体で準備してください。ホールへの搬入予定口、途中の廊下

は、高さ 2ｍ×幅 1.5ｍ（変更あり）です。搬入の予定口、廊下よりも幅、高さの大きな道具

類は搬出口からの搬入予定です。大きな道具類のある学校には、リハーサル、本番の出演順

で調整を行い、搬出口から器材の搬入を行います。そのため、大きな道具類を扱う学校は、

参加要領書類に道具類の詳細な記載と、期日までの書類の提出を厳守でお願いします。 

(3) 「優秀校東京公演」について 

本大会における優秀校２校は、第 37回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演に推薦され

ます。詳細については、閉会式後に行う「東京公演出演校相談会（任意）」で連絡します。 

 

14 問合せ先 

 郷土芸能部門事務局 実行委員会事務局 

所在地 
〒010-0521 

男鹿市船川港南平沢字大畑台 42 

〒010-0951 

秋田市山王四丁目 1-2 

名称 

秋田県立男鹿海洋高等学校内 

第５０回全国高等学校総合文化祭 

郷土芸能部門代表委員 

江畑
え ば た

 邦彦
くにひこ

 

秋田県教育庁高校教育課 

全国高等学校総合文化祭推進室内 

第５０回全国高等学校総合文化祭 

秋田県実行委員会事務局 

連絡先 

TEL0185-23-2321 

FAX0185-23-2322 

E-mail 

kyoudogeinou@e-akita.ed.jp 

TEL018-860-1433 

E-mail 

kousoubun2026@pref.akita.lg.jp 

その他 
大会公式ホームページに情報を掲載しますので、定期的に確認してください。 

https://akita-soubun2026.pref.akita.lg.jp/  


